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資料－３ 



合計量
１０㎎/ｌ以下

０．０４㎎/ｌ以
下

３㎎/ｌ以下 検出されないこと 5.8～8.6 0.3㎎/ｌ以下 0.01㎎/ｌ以下 0.8㎎/ｌ以下 異常ないこと 異常ないこと 5度以下 2度以下 0.01㎎/ｌ以下 0.01㎎/ｌ以下 1㎎/ｌ以下

1 赤法花地内 ６０ｍ
０．１㎎/ｌ

未満
０．００４㎎/ｌ

未満
３．６ ㎎/ｌ ０．５㎎/ｌ ９ 個/ml

不 検 出
（ 陰 性 ）

７．４ ０．６１㎎ １００ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未満
０．０９㎎/l な し な し １６度 ２．５度

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

2 ひがし野地内 ２０ｍ １．６㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
４．２ ㎎/ｌ

０．３㎎/ｌ
未満

０ 個/ml
不 検 出
（ 陰 性 ）

７．３ ０．０３㎎/ｌ未満 ８０．４ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未満
０．０８㎎/l

未満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

3 松並地内 １１ｍ ０．３㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
９．０ ㎎/ｌ ０．４㎎/ｌ ２２ 個/ml

不 検 出
（ 陰 性 ）

７．４ ０．０３㎎/ｌ未満 １４６ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未満
０．０８㎎/l

未満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

4 立沢地内 ８ｍ ０．１㎎/ｌ未満
０．００４㎎/ｌ

未満
３．３ ㎎/ｌ ０．３㎎/ｌ ４４ 個/ml

不 検 出
（ 陰 性 ）

８．１ ０．１１㎎/ｌ ６３．３ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未満
０．０８㎎/l な し な し ２．２度 ０．５度未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

5 立沢地内 不明 １０．８㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
９．５ ㎎/ｌ

０．３㎎/ｌ
未満

８２ 個/ml
不 検 出
（ 陰 性 ）

６．９ ０．０５㎎/ｌ ７６．２ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未満
０．０８㎎/l

未満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

6 大山新田地内 不明 ８．８㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
７．６ ㎎/ｌ

０．３㎎/ｌ
未満

２４０ 個/ml
不 検 出
（ 陰 性 ）

６．４ ０．０３㎎/ｌ未満 ６３．１ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未満
０．０８㎎/l

未満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

7 百合ヶ丘地内 ６０ｍ ４．３㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
７．８ ㎎/ｌ

０．３㎎/ｌ
未満

１２ 個/ml
不 検 出
（ 陰 性 ）

７．７ ０．０３㎎/ｌ ８２．８ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未満
０．０８㎎/l

未満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満

０．００３３㎎/ｌ ０．００２６㎎/ｌ ０．０００１㎎/ｌ
未満

8 本町地内 不明 ５．８㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
１０．１ ㎎/ｌ

０．３㎎/ｌ
未満

９ 個/ml
不 検 出
（ 陰 性 ）

６．９ ０．０３㎎/ｌ未満 ９３．６ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未満
０．０８㎎/l

未満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

9 小山地内 不明 ４．６㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
１２．０ ㎎/ｌ

０．３㎎/ｌ
未満

０ 個/ml
不 検 出
（ 陰 性 ）

７．４ ０．０３㎎/ｌ未満 ８９．７ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未満
０．０８㎎/l

未満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

10 高野地内 ４９ｍ ０．１㎎/ｌ未満
０．００４㎎/ｌ

未満
２３．２ ㎎/ｌ ０．８㎎/ｌ ０ 個/ml

不 検 出
（ 陰 性 ）

７．８ ０．０５㎎/ｌ １９３ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未満
０．０８㎎/l

未満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

11 高野地内 １５ｍ ４．３㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
１１．９ ㎎/ｌ

０．３㎎/ｌ
未満

１１０ 個/ml
不 検 出
（ 陰 性 ）

６．５ ０．０３㎎/ｌ未満 ８７．５ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未満
０．０８㎎/l

未満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

12 野木崎地内 ３０ｍ ８．９㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
７．６ ㎎/ｌ

０．３㎎/ｌ
未満

３０ 個/ml
不 検 出
（ 陰 性 ）

７．６ ０．２８㎎/ｌ １３７ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未満
０．０８㎎/l

未満
な し な し ４．４度 １．２度

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

13 大柏地内 ２０～２４ｍ １１．７㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
１０．２ ㎎/ｌ ０．３㎎/ｌ ８ 個/ml

不 検 出
（ 陰 性 ）

７．３ ０．０３㎎/ｌ未満 １１８ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未満
０．０８㎎/l

未満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満 ０．０００１㎎/ｌ

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

14 野木崎地内 １５～２０ｍ ４．８㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
７．７ ㎎/ｌ

０．３㎎/ｌ
未満

０ 個/ml
不 検 出
（ 陰 性 ）

６．７ ０．０３㎎/ｌ未満 ５２．０ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未満
０．０８㎎/l

未満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

15 野木崎地内 不明 １．５㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
７．８ ㎎/ｌ ０．４㎎/ｌ ２２０ 個/ml

不 検 出
（ 陰 性 ）

７．８ ０．３０㎎/ｌ １９２ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未満
０．０８㎎/l

未満
な し な し ２．７ １．０度

０．００４５㎎/ｌ ０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

16 大木地内 ６～７ｍ ０．８㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
９．５ ㎎/ｌ ０．４㎎/ｌ ２４０ 個/ml

不 検 出
（ 陰 性 ）

７．６ ０．０３㎎/ｌ未満 ２０８ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未満
０．０８㎎/l

未満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

注

＊　基準値の超過に係る主な原因や浄化方法等について

　○　テトラクロロエチレン 揮発性有機塩素系化合物の一種で、無色透明の液体。主に、ドライクリーニング、溶剤等に使用される。人体への影響としては、目や皮膚、気管を刺激するほか、肝臓や腎臓の機能障害などがある。又、廃液等による地下水汚染の進行が懸念される。

今回の調査で基準を超えた井戸を使用している所有者に対しては、飲用に不適の旨、また基準値を超えた項目に対する対処方法を通知した。

　○　鉄 主に地質によるものであるが、鉱山廃水、工場排水などの混入、あるいは鉄管にも由来する。対策としては、不溶解性鉄はろ過装置での除去、溶解性鉄は塩素処理を行い、不溶解性鉄と同様にろ過装置での除去が必要になる。

　○　色度
フミン質（地質や樹木などの植物のセルロースやリグニン酸が酸化される過程で生じる物質で腐植質ともいう）を主とする溶解性又はコロイド性物質によるものがほとんどで、塵芥、厨芥を埋め立てた地域の浸出水、地下水はフミン質が多く含まれ、淡黄色に着色す
る。また、鉄やマンガン化合物によっても着色する。急速ろ過等により除去できるが、完全に除去することはできない。

　○　濁度
濁りの原因となる物質には、粘土性物質（ケイ酸塩が主体）、鉄などの金属が化学変化し不溶性の粒子となったもの、プランクトン、微生物、有機性物質などがある。地下水では、一般に濁りは少ないが、鉄やマンガンを多く含む水では、空気との接触で、徐々に酸
化が進んで濁ってくる。

庭水

散水、洗車

不明

水洗い

は、基準値を超えた値

　○　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
窒素肥料の使用、生活排水、工場排水等がこれらの汚染源であり、地下水については、浅層水に多く溶存しており、深層水では少ないのが普通である。乳幼児が高濃度の硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を含む水を摂取し続けた場合、
メトヘモグロビン血症を起こし窒息状態になることが知られている。浄化方法としてはイオン交換法がある。

庭水

庭水

庭水

庭水、洗車

庭水

庭水

庭水、業務

庭水、野菜洗い

庭水

有機物 一般細菌 大腸菌 ＰＨ値 鉄
硬度（カルシ
ウム・マグネ
シウム等）

庭水、飲料

洗濯、手洗い

業務

採　水　場　所　 深　　さ 用　　　　途

硝 酸 性 窒 素
及 び

亜硝酸性窒素
亜硝酸性窒素 塩化物イオン

１．地下水質調査

   地下水質調査結果表   実施日：令和７年１１月１３日

検　　　　　　　　　　査　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目　　　　　　（基　　　　　準　　　　　値）

トリクロロ
エチレン

テトラクロロ
エチレン

1、1、1-
トリクロロ

エタン

２００㎎/ｌ以下 １００個/ml以下 300㎎/ｌ以下

ヒ素及び
その化合物

フッ素及び
その化合物

臭　　気 味 色　　度 濁　　度

1



　(参考)

合計量
１０㎎/ｌ以下

０．０４㎎/ｌ以
下

３㎎/ｌ以下 検出されないこと 5.8～8.6 ０．３㎎/ｌ以下 0.01㎎/ｌ以下 0.8㎎/ｌ以下 異常ないこと 異常ないこと ５度以下 ２度以下 ０.０1㎎/ｌ以下 ０．０１㎎/ｌ以下 ０．３㎎/ｌ以下

1 野木崎地内 20ｍ ７．５㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
１６．６ ㎎/ｌ ０．６㎎/ｌ ０ 個/ml

不 検 出
（ 陰 性 ）

７．６ ０．０３㎎/ｌ未満 １２４ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未 満
０．０８㎎/l

未 満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

2 板戸井地内 不明 ７．４㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
８．７ ㎎/ｌ ０．４㎎/ｌ １５０ 個/ml

不 検 出
（ 陰 性 ）

６．５ ０．０３㎎/ｌ未満 ４０．４ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未 満
０．０８㎎/l

未 満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

3 板戸井地内 不明 ７．６㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
８．３ ㎎/ｌ ０．４㎎/ｌ ２ 個/ml

不 検 出
（ 陰 性 ）

６．８ ０．０３㎎/ｌ未満 ５５．０ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未 満
０．０８㎎/l

未 満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

4 久保ケ丘地内 30m ７．５㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
５．４ ㎎/ｌ ０．４㎎/ｌ ０ 個/ml

不 検 出
（ 陰 性 ）

７．１ ０．０３㎎/ｌ未満 １１８ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未 満
０．０８㎎/l

未 満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

5 立沢地内 不明 ３．５㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
９．４ ㎎/ｌ ０．４㎎/ｌ ０ 個/ml

不 検 出
（ 陰 性 ）

７．３ ０．０３㎎/ｌ未満 １１２ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未 満
０．０８㎎/l

未 満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満 ０．０００２㎎/ｌ ０．００２３㎎/ｌ

０．０００１㎎/ｌ
未満

6 本町地内 不明 ２３㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
２０．２ ㎎/ｌ ０．６㎎/ｌ ２６ 個/ml

不 検 出
（ 陰 性 ）

７．０ ０．０３㎎/ｌ未満 １９４ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未 満
０．０８㎎/l

未 満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

7 立沢地内 30m ８．８㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
３４．８ ㎎/ｌ ０．４㎎/ｌ ０ 個/ml

不 検 出
（ 陰 性 ）

７．０ ０．０３㎎/ｌ未満 １８４ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未 満
０．０８㎎/l

未 満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

8 板戸井地内 不明 ３．２㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
７．９ ㎎/ｌ ０．５㎎/ｌ ０ 個/ml

不 検 出
（ 陰 性 ）

７．８ ０．０4㎎/ｌ ９０．２ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未 満
０．０８㎎/l

未 満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

9 大柏地内 不明 ７．２㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
６．０ ㎎/ｌ ０．４㎎/ｌ ３ 個/ml

不 検 出
（ 陰 性 ）

６．９ ０．０３㎎/ｌ未満 ３３．６ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未 満
０．０８㎎/l

未 満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

10 松ケ丘地内 28ｍ ３．３㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
１２．２ ㎎/ｌ ０．５㎎/ｌ ０ 個/ml

不 検 出
（ 陰 性 ）

７．６ ０．０３㎎/ｌ未満 ２００ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未 満
０．０８㎎/l

未 満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

11 けやき台地内 不明 ０．４㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
７．７ ㎎/ｌ ０．５㎎/ｌ ４ 個/ml

不 検 出
（ 陰 性 ）

７．５ ０．０３㎎/ｌ未満 １３５ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未 満
０．０８㎎/l

未 満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

12 高野地内 50ｍ ９．４㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
８．２ ㎎/ｌ ０．４㎎/ｌ ０ 個/ml

不 検 出
（ 陰 性 ）

７．６ ０．０３㎎/ｌ １１４ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未 満
０．０８㎎/l

未 満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

13 美園地内 深井戸 ８．４㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
１５．６ ㎎/ｌ ０．４㎎/ｌ ０ 個/ml

不 検 出
（ 陰 性 ）

７．８ ０．０３㎎/ｌ未満 １１２ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未 満
０．０８㎎/l

未 満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満 ０．０００１㎎/ｌ ０．０００３㎎/ｌ

０．０００１㎎/ｌ
未満

14 同地地内 20ｍ ６．７㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
１７．３ ㎎/ｌ ０．４㎎/ｌ ４ 個/ml

不 検 出
（ 陰 性 ）

７．２ ０．０３㎎/ｌ未満 ７０．９ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未 満
０．０８㎎/l

未 満
な し な し ２．０度未満 ０．５度未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

15 松並地内 25～50ｍ
０．１㎎/ｌ

未満
０．００４㎎/ｌ

未満
５．１ ㎎/ｌ ０．４㎎/ｌ ０ 個/ml

不 検 出
（ 陰 性 ）

８．０ ０．３５㎎/ｌ ５５．１ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未 満
０．０８㎎/l

未 満
な し な し ２．６度未満 ０．５度未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

16 ひがし野地内 15～17ｍ ０．８㎎/ｌ
０．００４㎎/ｌ

未満
３．３ ㎎/ｌ ０．４㎎/ｌ ０ 個/ml

不 検 出
（ 陰 性 ）

６．２ ０．３４㎎/ｌ ９０．１ ㎎/ｌ
０．００５㎎/l

未 満
０．０８㎎/l

未 満
な し な し ３８度 １６度

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

０．０００１㎎/ｌ
未満

注

＊　基準値の超過に係る主な原因や浄化方法等について

　○　テトラクロロエチレン 揮発性有機塩素系化合物の一種で、無色透明の液体。主に、ドライクリーニング、溶剤等に使用される。人体への影響としては、目や皮膚、気管を刺激するほか、肝臓や腎臓の機能障害などがある。又、廃液等による地下水汚染の進行が懸念される。

今回の調査で基準を超えた井戸を使用している所有者に対しては、飲用に不適の旨、また基準値を超えた項目に対する対処方法を通知した。

　○　鉄 主に地質によるものであるが、鉱山廃水、工場排水などの混入、あるいは鉄管にも由来する。対策としては、不溶解性鉄はろ過装置での除去、溶解性鉄は塩素処理を行い、不溶解性鉄と同様にろ過装置での除去が必要になる。

　○　色度
フミン質（地質や樹木などの植物のセルロースやリグニン酸が酸化される過程で生じる物質で腐植質ともいう）を主とする溶解性又はコロイド性物質によるものがほとんどで、塵芥、厨芥を埋め立てた地域の浸出水、地下水はフミン質が多く含まれ、淡黄色に着色す
る。また、鉄やマンガン化合物によっても着色する。急速ろ過等により除去できるが、完全に除去することはできない。

　○　濁度
濁りの原因となる物質には、粘土性物質（ケイ酸塩が主体）、鉄などの金属が化学変化し不溶性の粒子となったもの、プランクトン、微生物、有機性物質などがある。地下水では、一般に濁りは少ないが、鉄やマンガンを多く含む水では、空気との接触で、徐々に酸
化が進んで濁ってくる。

風呂、トイレ、洗
濯、散水

炊事・風呂・洗
濯・庭水

洗濯・散水

散水

は、基準値を超えた値

　○　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
窒素肥料の使用、生活排水、工場排水等がこれらの汚染源であり、地下水については、浅層水に多く溶存しており、深層水では少ないのが普通である。乳幼児が高濃度の硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を含む水を摂取し続けた場合、
メトヘモグロビン血症を起こし窒息状態になることが知られている。浄化方法としてはイオン交換法がある。

台所・散水

散水

台所・散水

風呂・散水

洗濯・散水

飲用・風呂・トイ
レ・台所・洗濯・

散水

飲用

飲用・散水

散水

散水

散水

散水

トリクロロ
エチレン

テトラクロロ
エチレン

1、1、1-
トリクロロ

エタン

２００㎎/ｌ以下 １００個/ml以下 ３００㎎/ｌ以下

ヒ素及び
その化合物

フッ素及び
その化合物

臭　　気 味 色　　度 濁　　度有機物 一般細菌 大腸菌 ＰＨ値 鉄
硬度（カルシ
ウム・マグネ
シウム等）採　水　場　所　 深　　さ 用　　　　途

硝 酸 性 窒 素
及 び

亜硝酸性窒素
亜硝酸性窒素 塩化物イオン

   令和6年度　地下水質調査結果表   実施日：令和６年１１月２７日

検　　　　　　　　　　査　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目　　　　　　（基　　　　　準　　　　　値）
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　　　　実施日：令和7年１１月13日

1 赤法花地内 ６０ｍ

2 ひがし野地内 ２０ｍ

3 松並地内 １１ｍ

4 立沢地内 ８ｍ

5 立沢地内 不明

6 大山新田地内 不明

7 百合ケ丘地内 ６０ｍ

8 本町地内 不明

9 小山地内 不明

10 高野地内 ４９ｍ

11 高野地内 １５ｍ

12 野木崎地内 ３０ｍ

13 大柏地内 ２０～２４ｍ

14 野木崎地内 １５～２０ｍ

15 野木崎地内 不明

16 大木地内 ６～７ｍ

※1

※2

２．地下水放射性物質調査

   地下水放射性物質調査結果表

採　水　場　所　

検査項目（基準値）

深　　さ 用　　　　途
放射性セシウム

10Bq/l

植木みずやり、洗車 不検出

植木にみずやり 不検出

植木にみずやり 不検出

植木みずやり、業務 不検出

植木みずやり、野菜洗
い

不検出

植木に水やり 不検出

水やり、飲料 不検出

洗濯、手洗い 不検出

業務 不検出

植木に水やり 不検出

植木に水やり 不検出

植木に水やり 不検出

植木に水やり 不検出

水まき、洗車 不検出

は，基準値を超えた値

Bq（ベクレル）、「Bq/l」（ベクレル毎リットル）
「Bq」は放射能の強さを表す単位で、1秒間に崩壊（放射性壊変）する原子核の数を
意味する。「Bq/l」は単位体積（１リットル）当たりの放射能の強さを表す単位であ
る。
（放射性壊変：放射性核種が放射線を放出したり、自発的に核分裂して、別の核種
に変わる現象）

不明 不検出

水洗い 不検出

3



　　　　実施日：令和６年１１月２７日

1 野木崎地内 20ｍ

2 板戸井地内 不明

3 板戸井地内 不明

4 久保ケ丘地内 30m

5 立沢地内 不明

6 本町地内 不明

7 立沢地内 30m

8 板戸井地内 不明

9 大柏地内 不明

10 松ケ丘地内 28ｍ

11 けやき台地内 不明

12 高野地内 50ｍ

13 美園地内 深井戸

14 同地地内 20ｍ

15 松並地内 25～50ｍ

16 ひがし野地内 15～17ｍ

※1

※2

（参考）

令和6年度地下水放射性物質調査結果表

採　水　場　所　

検査項目（基準値）

深　　さ 用　　　　途
放射性セシウム

10Bq/l

飲用・トイレ・散水 不検出

飲用・散水 不検出

散水 不検出

散水 不検出

散水 不検出

散水 不検出

台所・散水 不検出

散水 不検出

台所・散水 不検出

風呂・散水 不検出

洗濯・散水 不検出

飲用・風呂・トイレ・台
所・洗濯・散水

不検出

風呂、トイレ、洗濯、散
水

不検出

炊事・風呂・洗濯・庭
水

不検出

は，基準値を超えた値

Bq（ベクレル）、「Bq/l」（ベクレル毎リットル）
「Bq」は放射能の強さを表す単位で、1秒間に崩壊（放射性壊変）する原子核の数を意
味する。「Bq/l」は単位体積（１リットル）当たりの放射能の強さを表す単位である。
（放射性壊変：放射性核種が放射線を放出したり、自発的に核分裂して、別の核種に
変わる現象）

洗濯・散水 不検出

散水 不検出
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【用 語 説 明】 

 
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

 アンモニア性窒素は時間をかけてゆっくりと硝酸窒素と亜硝酸窒素に変化し、

最終的には窒素に分解される。 
肥料やし尿、家庭用雑排水、工場排水による汚染の指標になる。 

 乳幼児などに悪影響を及ぼすこともあり、メトヘモグロビン血症を起こす可能

性があるとされている。 

 

亜硝酸性窒素 
 窒素肥料、生活排水、腐敗した植物等に含まれる窒素酸化物が亜硝酸性窒素に

変化する。 
副腎等に影響があるとされている。 

 
塩化物イオン 

 塩化物イオンとは、水に溶け込んでいる塩素分を指す。水道水に含まれる消毒

用塩素とは別の物で、下水、家庭用排水、し尿による汚染の指標になる。 
 
有機物 

 水中の有機物を炭素の量で表したもので、し尿、工場排水等の混入により増加

し、汚染指標の一つになっている。 

 

一般細菌 

 一般細菌とは、標準寒天培地によって発生する生菌の総称をいう。水の清浄度

を示す汚染指標となり、著しく多い場合には病原生物に汚染されている場合があ

るので、飲用する場合は煮沸する方が良いとされている。 

 

大腸菌 

 人や動物などの糞便中、また土壌中に広く存在し、人畜の排泄物等による汚染

指標になっている。飲用する場合は煮沸する必要がある。 

 

pH 値 

 水素イオン濃度（pH）は 0～14 で表し、pH が 7 を「中性」、これより数値の

高い場合を「アルカリ性」、低い場合を「酸性」という。pH 値は外部から影響が

ない限り安定しているが、降雨や土壌、工場排水による汚染物質の混入により変

化する。 
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鉄 

鉄は地殻に広く存在し、地下水にも多く含まれることがある。鉱山や工場排水

によるものや鉄管から検出される。高濃度の場合は金気味がしたり、洗濯物に色

がついたりする。 
  
ヒ素及びその化合物 

 水の色とにおいが特徴。汲み上げた直後は無色透明だが、数時間後に茶色く変

化する地下水には自然的原因によりヒ素が溶け込んでいる場合が多く、このよう

な地下水の多くは硫化水素ガスに特有の腐卵臭（腐った卵のようなにおい）を発

する。長期的にヒ素にさらされると、がんや皮膚病変を引き起こす可能性がある。 

また、心血管疾患や糖尿病との関連も指摘されている。 胎内および幼児期の暴露

は、認知発達への悪影響や若年層の死亡率の上昇と関連している。 

 
フッ素及びその化合物 

 自然界に広く分布しているため、河川水から微量に検出される場合がある。地

下水中では比較的高濃度に含有され、特に温泉地帯に多く含まれる。また、工場

排水の混入などにも起因する。適量に含んだ水は虫歯の予防効果があるとされて

いるが、多量に含まれていると斑状歯の原因になる。 

 

硬度 

 水中のカルシウム、マグネシウムの量を表し、硬度 10ｍｇ/ｌ～100ｍｇ/ｌが

おいしいと言われている。 

 

臭気 

地質の影響や汚染物質の混入により変化することがある。 

 

味 

 地質の影響や汚染物質の混入により変化することがある。 

 

色度 

 水の色の付き具合のことで、着色の原因は地質由来のものが多く、鉄、マンガ

ンなどの重金属類やフミン質など有機物によるものとされている。 

 

濁度 

 水の濁り具合で、濁りの原因は配管のさびや生活排水、土砂の混入による。 
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トリクロロエチレン 

化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使用さ

れ、地下水汚染物質として知られ、中枢神経障害を起こすことがあり、発がん性

がある可能性がある。 

 

テトラクロロエチレン 

化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使用さ

れ、地下水汚染物質として知られ、中枢神経障害を起こすことがあり、発がん性

がある可能性がある。 

 

1,1,1‐トリクロロエタン 

化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使用さ

れ、地下水汚染物質として知られ、中枢神経障害を起こすことがあり、発がん性

がある可能性がある。 

 

放射性セシウム 134、137 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故の際に放出された代表的な放射

性物質である。 

物理学的半減期 
注１は、セシウム 134 が約２年、セシウム 137 が約３０年とな

っている。 

人体に取り込まれたセシウムの生物学的半減期 
注２は年齢によって異なるが、

年齢が若いほど早く、9 歳で 38 日、50 歳で 90 日となっている。 

 

注１ 物理学的半減期：放射性物質が半分になるまでの期間。 

放射性物質は放射線を出すことで他の物質に変化し、

最終的に安定化する。 

注２ 生物学的半減期：体内に取り込まれた放射性物質の半分が、体外に排出

されるまでの期間。 

 
Cs137→Ba137 
Cs134→Ba134 
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令和７年度 地下水質調査測定場所 
凡例 

地下水 （16 箇所）  

12 

16 
７ 

５ 

４ 

９ 

８ 

６ 

13 

14 

11 

10 

1 ３ 

２ 

８ 

15 



水温 透視度 PH ＳＳ ＢＯＤ ＤＯ 亜鉛 Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ アンモニア性窒素 ＣＯＤ

――　℃ ――　㎝ ６．０～８．５ １００㎎/ｌ以下 ８㎎/ｌ以下 ２㎎/ｌ以上 ０．０３㎎/ｌ以下 ２㎎/ｌ以下 ０．２㎎/ｌ以下 ０．５㎎/ｌ以下 ７㎎/ｌ以下

1 トーワ流通（株）守谷倉庫付近 26.8 50以上 7.3 5.7 2.1 6.7 0.018 1.9 0.03 0.8 5.5

2 つくばエクスプレス車庫付近 29.2 50以上 7.9 22 2.1 8.1 0.013 1.4 0.12 不検出 4.6

3 29.1 50以上 7.9 10 2.0 8.4 0.011 1.3 0.10 不検出 3.7

4 28.3 50以上 7.5 6.4 2.1 7.1 0.014 1.3 0.08 不検出 4.1

5 29.4 50以上 7.3 5.3 1.7 6.6 0.010 1.0 0.07 不検出 4.4

6 羽中川羽中排水樋管付近 26.0 40.0 7.5 14 1.8 6.1 0.019 1.5 0.09 不検出 5.9

7 27.4 50以上 7.4 8.7 1.9 6.1 0.015 2.7 0.08 0.1 4.7

8 大野川桑下排水機場付近 27.6 50以上 7.2 15 1.7 5.7 0.014 未検出 0.08 不検出 4.8

9 大野第二排水機場付近（下川岸） 29.2 18.0 7.3 26 12 13 0.011 1.9 0.20 不検出 15

10 お玉ケ池 26.8 38.0 7.1 21 1.6 5.3 0.032 未検出 0.09 不検出 4.7

11 滝下第一用水機場 30.4 48.0 7.8 8.4 2.2 8.1 0.011 1.3 0.13 不検出 4.1

12 観音下流排水路 30.1 31.0 7.0 13 4.2 9.3 0.015 不検出 0.08 不検出 6.7

13 大木水門 31.8 32.0 7.4 14 5.6 9.9 0.015 不検出 0.10 不検出 9.1

水温 透視度 PH ＳＳ ＢＯＤ ＤＯ 亜鉛 大腸菌数 Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ アンモニア性窒素 ＣＯＤ

――　℃ ――　cm ６．０～８．５ １００㎎/ｌ以下 ８㎎/ｌ以下 ２㎎/ｌ以上 ０．０３㎎/ｌ以下
300CFU/
100ml以下

２㎎/ｌ以下 ０．２㎎/ｌ以下 ０．５㎎/ｌ以下 ７㎎/ｌ以下

14 鬼怒川大山新田排水樋管出口付近 30.3 35.0 8.2 13 2.2 9.0 0.009 24 1.9 0.10 不検出 4.7

15 鬼怒川（滝下橋） 30.2 48.0 8.0 11 2.4 7.8 0.017 16 1.4 0.13 不検出 4.3

水温 透視度 PH ＳＳ ＢＯＤ ＤＯ 亜鉛 大腸菌数 Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ アンモニア性窒素 ＣＯＤ

――　℃ ――　㎝ ６．０～８．５ １００㎎/ｌ以下 ８㎎/ｌ以下 ２㎎/ｌ以上 ０．０３㎎/ｌ以下
300CFU/
100ml以下

２㎎/ｌ以下 ０．２㎎/ｌ以下 ０．５㎎/ｌ以下 ７㎎/ｌ以下

16 小貝川（茨城ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院下） 11.6 50以上 7.7 7.1 未検出 9.6 0.011 28 2.0 0.12 不検出 2.9

17 鬼怒川（滝下橋） 12.8 50以上 7.8 3.8 1.1 10 0.008 170 1.7 0.16 不検出 2.3

は，基準値を超えた値

３－３　河川（令和７年１１月１３日実施）

採　　　水　　　地

検　査　項　目　　（基　準　値） 参　　考　（昭和57年農林省基準）

※注　基準値は，生活環境に係る環境基準
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採　　　水　　　地

検　査　項　目　　（基　準　値） 参　　考　（昭和57年農林省基準）

３．農業用水路・河川水質調査

３－１　農業用水路（令和７年７月３０日実施）

採　　水　　地

検　査　項　目　　（基　準　値） 参　　考　（昭和57年農林省基準）

小貝排水路古城沼付近

小貝排水路守谷沼付近

小貝排水路市之代付近

五反田川高野橋付近

３－２　河川（令和７年７月３０日実施）



（参考）

水温 透視度 PH ＳＳ ＢＯＤ ＤＯ 亜鉛 Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ アンモニア性窒素 ＣＯＤ

――　℃ ――　㎝ ６．０～８．５ １００㎎/ｌ以下 ８㎎/ｌ以下 ２㎎/ｌ以上 ０．０３㎎/ｌ以下 ２㎎/ｌ以下 ０．２㎎/ｌ以下 ０．５㎎/ｌ以下 ７㎎/ｌ以下

1 トーワ流通（株）守谷倉庫付近 27.4 50以上 7.2 3.9 3.1 7.0 0.015 1.8 0.02 0.7 5.4

2 つくばエクスプレス車庫付近 28.7 50以上 7.9 1.1 1.7 9.1 不検出 2.0 0.06 不検出 2.9

3 29.6 50以上 7.9 5.7 2.2 12 不検出 1.2 0.08 不検出 4.0

4 29 50以上 7.3 6.1 2.1 6.5 0.015 1.4 0.07 不検出 4.6

5 30.1 27.0 7.3 8.6 2.5 6.1 0.007 1.4 0.10 不検出 5.3

6 羽中川羽中排水樋管付近 28.5 50以上 7.5 8 2.1 7.9 0.013 1.3 0.06 不検出 5.6

7 30.4 50以上 7.5 5.0 2.1 7.4 不検出 1.5 0.05 不検出 4.2

8 大野川桑下排水機場付近 29.2 47.0 7.2 14 2.1 5.5 0.006 1.2 0.09 不検出 4.8

9 大野第二排水機場付近 30.2 24.5 7.3 15 5.5 12 不検出 1.2 0.12 不検出 8

10 お玉ケ池 29.8 27.0 7.0 14 4.0 5.5 不検出 1.2 0.10 不検出 5.0

11 滝下第一用水機場 31.1 41.0 7.8 13 2.1 8.1 不検出 1.7 0.13 不検出 3.6

12 観音下流排水路 31 25.0 7.0 10 3.4 9.1 不検出 不検出 0.07 不検出 5.6

13 大木水門 31.9 27.5 7.2 11 4.4 9.1 不検出 不検出 0.08 不検出 7.2

水温 透視度 PH ＳＳ ＢＯＤ ＤＯ 亜鉛 大腸菌数 Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ アンモニア性窒素 ＣＯＤ

――　℃ ――　cm ６．０～８．５ １００㎎/ｌ以下 ８㎎/ｌ以下 ２㎎/ｌ以上 ０．０３㎎/ｌ以下
300CFU/
100ml以下

２㎎/ｌ以下 ０．２㎎/ｌ以下 ０．５㎎/ｌ以下 ７㎎/ｌ以下

14 鬼怒川大山新田排水樋管出口付近 32.2 38.0 7.9 11 2.2 8.8 不検出 41 1.7 0.12 不検出 4.2

15 鬼怒川（滝下橋） 33.4 50以上 7.8 12 1.9 8.0 0.009 20 1.7 0.13 不検出 4.0

水温 透視度 PH ＳＳ ＢＯＤ ＤＯ 亜鉛 大腸菌数 Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ アンモニア性窒素 ＣＯＤ

――　℃ ――　㎝ ６．０～８．５ １００㎎/ｌ以下 ８㎎/ｌ以下 ２㎎/ｌ以上 ０．０３㎎/ｌ以下
300CFU/
100ml以下

２㎎/ｌ以下 ０．２㎎/ｌ以下 ０．５㎎/ｌ以下 ７㎎/ｌ以下

16 小貝川（茨城ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院下） 13.7 50以上 7.8 11 1.5 9.8 0.008 52 2.5 0.12 不検出 3.5

17 鬼怒川（滝下橋） 12.2 50以上 7.7 4.2 1.8 10 0.009 260 1.9 0.10 不検出 2.4

は，基準値を超えた値

※注　基準値は，生活環境に係る環境基準
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小貝排水路守谷沼付近

小貝排水路市之代付近

五反田川高野橋付近

３－２　河川（令和６年７月３１日実施）

採　　　水　　　地

検　査　項　目　　（基　準　値） 参　　考　（昭和57年農林省基準）

３－３　河川（令和６年１１月２７日実施）

採　　　水　　　地

検　査　項　目　　（基　準　値） 参　　考　（昭和57年農林省基準）

３－１　農業用水路（令和６年７月３１日実施）

採　　水　　地

検　査　項　目　　（基　準　値） 参　　考　（昭和57年農林省基準）

小貝排水路古城沼付近



【用 語 説 明】 

 
透視度（Transparency） 

 試料の澄明の程度を示すもので、透視度計の上部から透視し、底部に置いた二

重十字マークが識別できた時の高さを読み取る。 
 処理水質の程度を表すのに最も簡単で、処理状況の変化をいち早く発見でき、

ＳＳ、ＢＯＤなどと相関を示す場合が多いので、水質を見るのに適している。 
一般的に 100 以上のときは、水質は良好である。 

 

pH 値 

 水素イオン濃度（pH）は 0～14 で表し、pH が 7 を「中性」、これより数値の

高い場合を「アルカリ性」、低い場合を「酸性」という。ＰＨ値は外部から影響が

ない限り安定しているが、降雨や土壌、工場排水による汚染物質の混入により変

化する。 

 

ＳＳ（Suspended Solids）：浮遊物 

 水中に浮遊している微細な固形物をいう。通常 2 ㎜のふるいを通した水をグラ

スファイバーフィルター（孔径 1μｍ）でろ過し、ろ紙上の残留物を 1 リットル

当たりの㎎数で表したものである。 

 

ＢＯＤ（Biochemical Oxygen Demand）：生物化学的酸素要求量 

水中の有機物などの量を、その酸化分解のために微生物が必要とする酸素の量

で表したもので、通常 20℃で 5 日間に消費される酸素量のことをいう。 
 一般的に、値が大きい場合は、微生物が酸素をたくさん消費して有機物を分解

している状態、即ち、水中に存在する有機物の量が多いことを意味するため水質

汚濁の程度が大きい傾向にある。 

 

ＤＯ（ Dissolved Oxygen）：溶存酸素 

 水中に溶解している酸素の濃度のことで、通常はＤＯメーターで測定して 1 リ

ットル当たりの酸素の量(㎎)で表わす。 
 濃度は気圧、温度、塩分濃度等に影響される。また、有機汚濁の進んだ水中で

は、好気性微生物による有機物の分解により溶存濃度は消費され濃度が低くなる

ため、汚濁の有無を知る指標の一つとして使われる。 

 

亜鉛 

自然界に比較的広く分布する金属で、汚染のない河川水中には 10μg/l 程度含

まれている。また、生物必須元素の一つで、亜鉛が欠乏すると発育不全や生殖機 
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能不全、皮膚の損傷などが起きる。人体に対する毒性は低く、人の許容摂取量は

10～15mg/日程度といわれており、亜鉛による水質汚染が人の健康上問題となるこ

とは殆どない。ただし、植物や微生物、魚類に対してはかなり強い毒性があり、

魚種によっても違うが、魚類の致死濃度は 0.1～50mg/l の範囲とされている。 

 

Ｔ－Ｎ（Total Nitrogen）：全窒素 

 無機性窒素及び有機性窒素の総量を表したものである。 
 無機性窒素とは、アンモニア性窒素（し尿等の家庭排水から主に流入する窒素）、

亜硝酸性窒素（窒素化合物の酸化の中間生成物）及び硝酸性窒素（工場からの流

入、下水処理施設内でアンモニアの酸化により増加する窒素）を指し、有機性窒

素とは、タンパク質をはじめ種々の有機化合物の窒素をいう。 

 

Ｔ－Ｐ（Total Phosphorus）：全リン 

 水中のリン化合物の総量をリンの濃度で表したもので、水の富栄養化の程度を

表す指標となる。し尿・洗剤・肥料等に含まれているため、生活排水・工場排水・

農業排水等が要因であると考えることができる。 

 

アンモニア性窒素 

アンモニウムイオンをその窒素量で表したもの。蛋白質、尿素、尿酸等の有機

性窒素の分解により生成するため、窒素系による汚染の消長を知ることができる。

主な発生源は、し尿、生活排水、肥料、化学等の工場排水等。アンモニア性窒素

が多過ぎると、稲の生育障害をきたし、また浄化処理においては塩素による減菌

効果が低下する等の問題が生じる。 

 

ＣＯＤ（Chemical Oxygen Demand）：化学的酸素要求量 

水中に被酸化性物質(主として有機物)がどれくらい含まれるかを、過マンガン

酸カリウムなど酸化剤の消費量を酸素の量に換算して示したものである。一般的

に、値が大きいほど被酸化性物質が多いことを示し、水質汚濁の程度が大きい傾

向にある。 

 

大腸菌数 

水中に含まれる大腸菌を数値化したもので、糞便汚染の指標となる。ほとんど

の種類の大腸菌は、病原性はなく、人の腸内にも多く存在しており、排泄物とと

もに排出される。大腸菌の数を表す単位「CFU」は培地で培養し、発育したコロニ

ーの数を示す。 
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令和７年度 農業用水路・河川水質調査測定場所 
凡例 

農業用水路・河川 （17 箇所）  
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騒　　音 振　　動 大型車 小型車 二輪車
昼　　間 ６５デシベル（７０・６２） 昼　　間 ４３デシベル ７５デシベル７０デシベル １６８台 ２２８３台 ２０台

夜　　間 ５６デシベル（６０・５３） 夜　　間 ３０デシベル ７０デシベル６５デシベル ９台 ８６台 ５台

昼　　間 ６７デシベル（６９・６３） 昼　　間 ４５デシベル ７５デシベル７０デシベル ４５台 ９４５台 ２３台

夜　　間 ５７デシベル（６２・５２） 夜　　間 ３７デシベル ７０デシベル６５デシベル ２台 ６１台 １台

昼　　間 ６６デシベル（６９・６４） 昼　　間 ４５デシベル ７５デシベル７０デシベル ４７２台 ４８６４台 ４１台

夜　　間 ６２デシベル（６６・６０） 夜　　間 ４０デシベル ７０デシベル６５デシベル １１６台 ２４８台 ０台

昼　　間 ６７デシベル（６８・６４） 昼　　間 ４７デシベル ７５デシベル６５デシベル ２２０台 ２２７２台 ２１台

夜　　間 ６２デシベル（６６・６１） 夜　　間 ４１デシベル ７０デシベル６０デシベル ４７台 １１４台 ２台

昼　　間 ６７デシベル（６８・６３） 昼　　間 ４０デシベル ７５デシベル７０デシベル ２７２台 ３７９６台 ４４台

夜　　間 ５９デシベル（６４・５５） 夜　　間 ３１デシベル ７０デシベル６５デシベル １８台 ２１３台 ２台

昼　　間 ６７デシベル（６９・６３） 昼　　間 ５１デシベル ７５デシベル７０デシベル ８９台 ９０５台 １９台

夜　　間 ５９デシベル（６３・５６） 夜　　間 ３７デシベル ７０デシベル６５デシベル ８台 ４８台 ２台

昼　　間 ６５デシベル（６８・６３） 昼　　間 ４２デシベル ７５デシベル６５デシベル ６１０台 ４５１９台 ３７台

夜　　間 ６２デシベル（６５・６０） 夜　　間 ４０デシベル ７０デシベル６０デシベル １００台 ２５０台 ２台

昼　　間 ６７デシベル（６８・６４） 昼　　間 ５３デシベル ７５デシベル７０デシベル ４３３台 ３２５５台 ５４台

夜　　間 ６３デシベル（６７・６１） 夜　　間 ４６デシベル ７０デシベル６５デシベル ８８台 ４８４台 ７台

昼　　間 ６４デシベル（６６・６１） 昼　　間 ４０デシベル ７５デシベル７０デシベル １６７台 １５７３台 ３２台

夜　　間 ５８デシベル（６２・５３） 夜　　間 ３０デシベル未満 ７０デシベル６５デシベル ９台 ９３台 ２台

昼　　間 ６７デシベル（６９・６４） 昼　　間 ４１デシベル ７５デシベル６５デシベル １３１台 ２２８８台 ２２台

夜　　間 ６２デシベル（６８・５９） 夜　　間 ３３デシベル ７０デシベル６０デシベル １５台 １１９台 ６台

昼　　間 ６１デシベル（６４・５８） 昼　　間 ４１デシベル ７５デシベル７０デシベル １７５台 ２１１３台 ４５台

夜　　間 ５８デシベル（６５・５６） 夜　　間 ３７デシベル ７０デシベル６５デシベル ４７台 ２２０台 ６台

昼　　間 ６９デシベル（７０・６６） 昼　　間 ５３デシベル ７５デシベル６５デシベル ３３０台 ２８３６台 ２９台

夜　　間 ６４デシベル（６７・６３） 夜　　間 ４２デシベル ７０デシベル６０デシベル ６４台 １７０台 ２台

昼　　間 ６２デシベル（６３・５８） 昼　　間 ４２デシベル ７５デシベル６５デシベル ４２台 １５４２台 ２４台

夜　　間 ５２デシベル（５６・４９） 夜　　間 ３０デシベル未満 ７０デシベル６０デシベル ３台 ８８台 ２台

昼　　間 ６９デシベル（７１・６５） 昼　　間 ４２デシベル ７５デシベル６５デシベル １５０台 １９３６台 １６台

夜　　間 ６４デシベル（６８・６２） 夜　　間 ４０デシベル ７０デシベル６０デシベル ２４台 ９０台 １台

昼　　間 ６６デシベル（６８・６３） 昼　　間 ――― ７５デシベル ――― ３４０５台 ７１０２台 ３６台

夜　　間 ６１デシベル（６５・６１） 夜　　間 ――― ７０デシベル ――― １０３５台 ５９３台 ０台

注：測定地点欄の方角○○ｍは，常磐自動車道からの距離

は，要請限度を超えた値
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４.　騒音・振動調査

　　　騒音・振動調査結果
   実施日：令和７年１０月６日～７日　実施箇所：２・５・６・１５　　　　　実施日：令和７年１０月２０日～２１日　実施箇所：３・４・７・１４
   実施日：令和７年１０月７日～８日　実施箇所：１・８・９・１３　　　　　実施日：令和７年１０月２1日～２２日　実施箇所：１０・１１・１２

測　　定　　地　　点 区　　分 騒音レベル（LAeq） 区　　分 振動レベル（L１０）
要　請　限　度 交　　通　　量 備　　　考

所　在　地 基　準　区　域

1
　松並地内（市道）

松並１６３０－８
区域（騒音）　　６

ひがしクリニック慶友駐車場脇 区域（振動）　　２

3
　大柏地内（ふれあい道路）

大柏１００５－１７２
区域（騒音）　　６

上下水道事務所付近 区域（振動）　　２

2
　立沢地内（市道）

立沢８４４－１
区域（騒音）　　６

立沢橋　西１５０ｍ地点 区域（振動）　　２

5
　御所ケ丘四丁目地内（市道）

御所ケ丘４－１０-１
区域（騒音）　　６

　　御所ケ丘四丁目・ファミリーマート付近 区域（振動）　　２

4
　御所ケ丘五丁目地内（ふれあい道路）

御所ケ丘５－２５
区域（騒音）　　５

御所ケ丘遊歩道後田歩道橋下 区域（振動）　　１

7
　松ケ丘四丁目地内（ふれあい道路）

松ケ丘４－１９
区域（騒音）　　５

松ケ丘小学校交差点付近 区域（振動）　　１

6
　大柏地内（県道）

大柏２９７－３
区域（騒音）　　６

雷神橋　東８０ｍ地点 区域（振動）　　２

9
　本町地内（市道）

本町９２７
区域（騒音）　　６

ひがし野三丁目交差点付近 区域（振動）　　２

8
　百合ケ丘三丁目地内（国道２９４号）

百合ケ丘３－２５２－１
区域（騒音）　　７

イエローハット守谷店入口 区域（振動）　　１

11
　乙子地内（県道）

乙子５７－１
区域（騒音）　　７

ラーメン店付近 区域（振動）　　２

10
　みずき野一丁目地内（市道）　

みずき野１ー１６－１
区域（騒音）　　５

守谷消防署　南守谷出張所前 区域（振動）　　１

13
　百合ケ丘三丁目地内（市道）

百合ケ丘３－２７９６－１
区域（騒音）　　５

高砂東公園前 区域（振動）　　１

12
　美園三丁目地内（ふれあい道路）

美園３－７－１
区域（騒音）　　５

カレー店前 区域（振動）　　１

15
　大柏地内（高速道路）

大柏８４１－３
区域（騒音）　　７

守谷わかば幼稚園運動場入口 ―――

14
　松前台三丁目地内（ふれあい道路）

松前台３－２－１
区域（騒音）　　５

松前台三丁目・つくばみらい市行政界付近 区域（振動）　　１



騒　　音 振　　動 大型車 小型車 二輪車
昼　　間 ６３デシベル（６５・６０） 昼　　間 ４４デシベル ７５デシベル７０デシベル ８０台 １２２９台 ９台

夜　　間 ５６デシベル（５９・５２） 夜　　間 ３０デシベル未満 ７０デシベル６５デシベル ２台 ６８台 ０台

昼　　間 ６６デシベル（６９・６３） 昼　　間 ４７デシベル ７５デシベル７０デシベル ３６台 ６５４台 １４台

夜　　間 ５８デシベル（６２・５２） 夜　　間 ３０デシベル未満 ７０デシベル６５デシベル ３台 ３０台 ３台

昼　　間 ６６デシベル（６９・６４） 昼　　間 ４４デシベル ７５デシベル７０デシベル １７７台 １７４８台 ２４台

夜　　間 ６４デシベル（６７・６１） 夜　　間 ３８デシベル ７０デシベル６５デシベル ６３台 １３２台 ５台

昼　　間 ６８デシベル（７０・６４） 昼　　間 ４６デシベル ７５デシベル６５デシベル ２２４台 ２２８２台 ３７台

夜　　間 ６５デシベル（６９・６１） 夜　　間 ４０デシベル ７０デシベル６０デシベル ６７台 １４４台 ２台

昼　　間 ６８デシベル（７０・６４） 昼　　間 ４３デシベル ７５デシベル７０デシベル １７６台 １５２２台 １１台

夜　　間 ６２デシベル（６５・５７） 夜　　間 ３３デシベル ７０デシベル６５デシベル ７台 ２０台 ２台

昼　　間 ６７デシベル（６９・６４） 昼　　間 ５０デシベル ７５デシベル７０デシベル ８２台 ７３６台 ８台

夜　　間 ６０デシベル（６３・５５） 夜　　間 ３８デシベル ７０デシベル６５デシベル ９台 １２台 １台

昼　　間 ６６デシベル（６７・６４） 昼　　間 ４２デシベル ７５デシベル６５デシベル １７７台 １６３９台 ２３台

夜　　間 ６３デシベル（６６・６０） 夜　　間 ３７デシベル ７０デシベル６０デシベル ５４台 １４１台 ２台

昼　　間 ６９デシベル（７１・６９） 昼　　間 ５４デシベル ７５デシベル７０デシベル ３３０台 ３０３９台 ３３台

夜　　間 ６６デシベル（７０・６４） 夜　　間 ４５デシベル ７０デシベル６５デシベル ６９台 ３２５台 ７台

昼　　間 ６６デシベル（７０・６２） 昼　　間 ３９デシベル ７５デシベル７０デシベル ７６台 １２４５台 ２６台

夜　　間 ６０デシベル（６４・５６） 夜　　間 ３０デシベル未満 ７０デシベル６５デシベル １８台 １０３台 ０台

昼　　間 ６７デシベル（７０・６６） 昼　　間 ４０デシベル ７５デシベル６５デシベル １３４台 ２３１６台 ３５台

夜　　間 ６３デシベル（６６・６０） 夜　　間 ３３デシベル ７０デシベル６０デシベル ２４台 １５６台 ５台

昼　　間 ６０デシベル（６２・５９） 昼　　間 ４１デシベル ７５デシベル７０デシベル １３４台 ２３１６台 ３5台

夜　　間 ５９デシベル（６１・５６） 夜　　間 ３６デシベル ７０デシベル６５デシベル ２４台 １５６台 ５台

昼　　間 ７１デシベル（７２・６８） 昼　　間 ５１デシベル ７５デシベル６５デシベル ２６０台 ２９３５台 ３８台

夜　　間 ６７デシベル（７０・６４） 夜　　間 ４３デシベル ７０デシベル６０デシベル ６２台 １５０台 ４台

昼　　間 ６３デシベル（６３・６０） 昼　　間 ４２デシベル ７５デシベル６５デシベル ４４台 １３１２台 ２９台

夜　　間 ５４デシベル（５７・５０） 夜　　間 ３０デシベル未満 ７０デシベル６０デシベル ４台 ９６台 ５台

昼　　間 ７１デシベル（７・６８） 昼　　間 ４９デシベル ７５デシベル６５デシベル １７４台 １４１２台 １８台

夜　　間 ６７デシベル（７１・６２） 夜　　間 ４０デシベル ７０デシベル６０デシベル ４４台 １１３台 ０台

昼　　間 ６８デシベル（６９・６６） 昼　　間 ――― ７５デシベル ――― ３４４１台 ７５６６台 ５９台

夜　　間 ６５デシベル（６９・６４） 夜　　間 ――― ７０デシベル ――― １１２４台 ６０７台 ０台

注：測定地点欄の方角○○ｍは，常磐自動車道からの距離

は，要請限度を超えた値
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（参考）令和6年度　騒音・振動調査

　　　騒音・振動調査結果
   実施日　令和６年１０月２２日～２３日　実施箇所　２・５・６・１５　　　　　実施日　令和６年１０月３０日～３１日　　　 実施箇所　７・１０・１１・１２
   実施日　令和６年１０月２４日～２５日　実施箇所　３・４・１４　　　　　　　実施日　令和６年１０月３1日～１１月１日　実施箇所　１・８・９・１３

測　　定　　地　　点 区　　分 騒音レベル（LAeq） 区　　分 振動レベル（L１０）
要　請　限　度 交　　通　　量 備　　　考

所　在　地 基　準　区　域

ひがしクリニック慶友駐車場脇 区域（振動）　　２

　立沢地内（市道） 区域（騒音）　　６

1
　松並地内（市道）

松並１６３０－８
区域（騒音）　　６

2 立沢８４４－１

上下水道事務所付近 区域（振動）　　２

　御所ケ丘五丁目地内（ふれあい道路） 区域（騒音）　　５

立沢橋　西１５０ｍ地点 区域（振動）　　２

　大柏地内（ふれあい道路） 区域（騒音）　　６
3 大柏１００５－１７２

4 御所ケ丘５－２５

　　御所ケ丘四丁目・ファミリーマート付近 区域（振動）　　２

　大柏地内（県道） 区域（騒音）　　６

御所ケ丘遊歩道後田歩道橋下 区域（振動）　　１

　御所ケ丘四丁目地内（市道） 区域（騒音）　　６
5 御所ケ丘４－１０-１

6 大柏２９７－３

松ケ丘小学校交差点付近 区域（振動）　　１

　百合ケ丘三丁目地内（国道２９４号） 区域（騒音）　　７

雷神橋　東８０ｍ地点 区域（振動）　　２

　松ケ丘四丁目地内（ふれあい道路） 区域（騒音）　　５
7 松ケ丘４－１９

8 百合ケ丘３－２５２－１

ひがし野三丁目交差点付近 区域（振動）　　２

　みずき野一丁目地内（市道）　 区域（騒音）　　５

イエローハット守谷店入口 区域（振動）　　１

　本町地内（市道） 区域（騒音）　　６
9 本町９２７

10 みずき野１ー１６－１

ラーメン店付近 区域（振動）　　２

　美園三丁目地内（ふれあい道路） 区域（騒音）　　５

守谷消防署　南守谷出張所前 区域（振動）　　１

　乙子地内（県道） 区域（騒音）　　７
11 乙子５７－１

12 美園３－７－１

高砂東公園前 区域（振動）　　１

　松前台三丁目地内（ふれあい道路） 区域（騒音）　　５

カレー店前 区域（振動）　　１

　百合ケ丘三丁目地内（市道） 区域（騒音）　　５
13 百合ケ丘３－２７９６－１

14 松前台３－２－１

守谷わかば幼稚園運動場入口 ―――

松前台三丁目・つくばみらい市行政界付近 区域（振動）　　１

　大柏地内（高速道路） 区域（騒音）　　７
15 大柏８４１－３



　

専ら住居の用に供される区域

主として住居の用に供される区域

相当数の住居と合わせて商業、工業等の用に供される区域

幹線交通を担う道路に近接する空間

・ 幹線交通を担う道路

・ 近接する空間

ｂ区域のうち２車線以上を有する道路に面する区域

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第
二種中高層住居専用地域

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに都市計画法に
よる用途地域の指定のない地域

道路法第３条に規定する高速自動車国道、一般国道、県道、４車線以上の市町村道、及び
一般自動車道であって都市計画法施行規則第７条第１項第１号に定める自動車専用道路

道路端からの距離が２車線以下では 15ｍ、３車線以上では 20ｍの区間

16

ｃ区域

6 ｃ区域のうち２車線以上を有する道路に面する区域

７５デシベル ７０デシベル

７５デシベル ７０デシベル

1 ６５デシベル ５５デシベルａ区域のうち１車線を有する道路に面する区域

騒音規制法第１７条第１項の規定に基づく
指定区域内における自動車騒音の限度

時 間 の 区 分

６時～２２時
区 域 の 区 分

２２時～６時

ａ区域のうち２車線以上を有する道路に面する区域

2 ６５デシベル ５５デシベルｂ区域のうち１車線を有する道路に面する区域

第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域

7 ７５デシベル ７０デシベル
ａ区域，ｂ区域，ｃ区域にかかわらず、幹線交通を担う
道路に近接する空間

ａ区域

ｂ区域

5

3 ７５デシベル ７０デシベルｃ区域のうち１車線を有する道路に面する区域

4 ７０デシベル ６５デシベル



※

の区間では第２種区域の夜間の値とする。

第２種区域
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第１種区域 都市計画法第８条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第
二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住
居専用地域，第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域

都市計画法第８条第１項第１号に規定する近隣商業地域、商業地域、準
工業地域及び工業地域並びに同法による用途地域の指定のない区域

第２種区域

６５デシベル

７０デシベル

６０デシベル

６５デシベル

振動規制法第１６条第１項の規定に基づく
指定区域内における道路交通振動の限度

　区域の区分
６時～２1時 ２1時～６時

時間の区分

第１種区域

第１種区域の夜間の値は、国道又は主要地方道で交通量が５，０００台/１日以上



 

５．自動車騒音常時監視 

 
① 監視対象路線 

市内の国道・県道及び４車線以上の市道が監視路線となり、５年のロー

テーションを組んで評価を行います。 
監視路線の評価は、道路端から５０ｍ以内にある全ての範囲について自

動車騒音の状況の把握を行い、面的評価の方法によって行います。 
 

② 令和７年度評価路線 
令和７年度は、常磐自動車道、県道野田牛久線の評価を行っています。 

 
守谷市内の監視対象路線

令和５
年度

令和６
年度

令和７
年度

令和８
年度

令和９
年度

(km) (km) (km) (km) (km)
計画 計画 計画 計画 計画

1 常磐自動車道　　 1 6 4.8 4.8 4.8 30

2 一般国道２９４号線 3 4 3.7 3.7 3.7 22010

3 一般国道２９４号線 3 4 1.5 1.5 1.5 22020

4 野田牛久線 4 2 1.5 1.5 1.5 41900

5 野田牛久線 4 2 1.8 1.8 1.8 41910

6 野田牛久線 4 2 1.9 1.9 1.9 41920

7 野田牛久線 4 2 3.6 3.6 3.6 41930

8 野田牛久線 4 2 0.6 0.6 0.6 41940

9 野田牛久線 4 2 3.2 3.2 3.2 41950

10 守谷流山線 4 2 0.3 0.3 0.3 42020

11 守谷流山線 4 2 0.4 0.4 0.4 42030

12 取手豊岡線 4 2 4.6 4.6 4.6 42570

13 取手豊岡線 4 2 0.2 0.2 0.2 42580

14 取手豊岡線 4 2 0.8 0.8 0.8 42590

15 谷井田稲戸井停車場線 4 2 4.9 4.9 4.9 42600

16 市道１０２号線 5 4 2.8 2.8 2.8

36.6 36.6 5.2 8.4 9.0 8.8 5.2 36.6計

備考
評価単位

区間番号

一
連
番
号

路線名

道
路
種
別

車
線
数

路
線
延
長

評価区
間の総
延長

（全体）

(km) (km)

  
注）道路種別について １：国土開発幹線自動車道等（高速自動車国道）  ４：都道府県道（主要地方道を含む） 

 ２：都市高速道路 ５：４車線以上の市区町村道 

 ３：一般国道 ６：その他の道路 
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１ 

２ 

３ 



 

令和 6 年度評価結果 
 
 
  基準達成状況（達成戸数） 

路線名 
調査単位 

区間番号 

評価対象 

住居等戸

数（戸） 

昼間・夜間

とも基準値

以下（戸） 

昼間のみ

基準値以

下（戸） 

夜間のみ

基準値以

下（戸） 

昼間・夜間

とも基準値

超過（戸） 

a b c d e 

野田牛久線 41950 333 333 0 0 0 

守谷流山線 42020 12 12 0 0 0 

谷井田稲戸井停

車場線 
64160 326 326 0 0 0 

計 671 671 0 0 0 

 
 
 

基準達成状況（達成率） 

路線名 
調査単位 

区間番号 

昼間・夜間とも

基準値以下

（％） 

昼間のみ基準

値以下（％） 

夜間のみ基準

値以下（％） 

昼間・夜間と

も基準値超過

（％） 

b/a c/a d/a e/a 

野田牛久線 41950 100.0 0 0 0 

守谷流山線 42020 100.0 0 0 0 

谷井田稲戸井停

車場線 
64160 100.0 0 0 0 

計 100.0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

19 



 

令和７年度 騒音・振動調査測定場所 

自動車騒音常時監視評価路線 凡例 

騒音・振動 （15 箇所）  

自動車騒音常時監視 （3 箇所）  

1 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

20 

２ 

1 

３ 



 

６．公害苦情受理報告  （令和７年１２月３１日現在） 

 

（単位：件） 

典型７公害（環境基本法第２条第３項） 左記以外  

合 

 

計 

大
気
汚
染 

水
質
汚
濁 

土
壌
汚
染 

騒 
 

音 

振 
 

動 

地
盤
沈
下 

悪 
 

臭 

不
法
投
棄 

ご 
 

み 

屋
外
焼
却 

雑 
 

草 

犬 
 

猫 
残 

 

土 

そ 

の 

他 

0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 101 10 0 5 122 

 

 

【 公害の種類 】 

大気汚染 
人間の健康や生活環境、動植物に悪影響を与える汚染物質により大気

が汚染されること。 

水質汚濁 
有機物や汚染物質が公共用水域に排出されることで、水質が汚濁する

こと。 

土壌汚染 
土壌中に重金属、有機溶剤、農業等の物質が人の健康へ影響を及ぼす

程度に含まれている状態にあること。 

騒音・振動 
事業活動その他、人の活動に伴って発生する音又は振動で、不快感あ

るいは生理的障害を与えること。 

地盤沈下 
地表面が沈下すること。 

（原因としては、地下水・天然ガスの採取などがある） 

悪臭 工場・事業場などから発生する不快な思いをさせる「におい」のこと。 
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